平成19年（行ウ）第648号　開発許可処分差止等請求事件　　　　　　　　直送済

平成20年（行ウ）第105、118号　訴えの追加的併合申立事件

　原　告　　指名省略　外
　被　告　　渋谷区、東京都
第１１準備書面
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　                                       平成20年10月15日
東京地方裁判所
民事第38部Ａ１係　　御　中
原告ら訴訟代理人
弁　護　士　　斉　　藤　　　　　驍　外

第１

１　原告らは従前述べたとおりいずれも原告適格を有するが、「羽澤ガーデン」東側に道路を挟んで居住する原告Ｏら及び同Ｔらは、とりわけ「羽澤ガーデン」の開発計画の内容如何によっては、同地の樹林、緑地が失われることによって流出する雨水のために浸水の著しい被害を受ける現実的危険があるところから、原告適格を有することは、この点だけを考えても明白である。

２　原告Ｏらの居住地と羽澤ガーデンの関係

（１）原告Ｏ越ら及び同Ｔらは、羽澤ガーデンの正門前の東側に道路を挟んで自宅を有し居住しており、敷地境界からの距離は約6メートルである。

　 また、羽澤ガーデンの敷地は東に向かって下がる傾斜地であるが、敷地境界のうち正門のある東側道路に面する一辺が最も低く、また、外周部分は急傾斜地となっている。原告Ｏ、同Ｔの住居は同道路と同じレベルにある（甲82）。

（２）現状における羽澤ガーデンからの雨水の排出と周辺地域の浸水被害

　前記羽澤ガーデンの地形的特色から、降雨の際には、西側の高台にある住宅地からの流出分を含め敷地内から雨水が流出し、東側斜面から直接周辺道路に排出されるだけでなく、北側南側の急勾配の道路斜面を伝わって雨水が流出し、正門前周辺の道路は現在でもしばしば冠水する（甲82　写真撮影報告書）。

　また、原告Ｏら及び同Ｔらが居住する地域は、東京都の浸水予想図によれば、もともと広尾地区の中でも平成12年9月の東海豪雨程度の時間最大雨量114ミリメートルの場合には1メートルないし2メートルの浸水の予想される危険地域でもある（甲83　城南地区河川流域浸水予想図）。

３　開発によって羽澤ガーデンから排出される雨水の予想量

（１） 都市計画法33条1項２、3号は、排水路その他の排水施設が①当該地域における降水量、②開発区域の規模、形状及び周辺の状況と開発区域内の土地の地形及び地盤の性質及び放流先の状況を勘案して、下水を有効に排出し、排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水などの被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう設計することを求める。

　 　 すなわち、開発予定地の土地の利用の方法が変わることによって、周辺地域に溢水等の生命、身体、生活環境の著しい被害が生じる危険が一般にあることを認めている。

（２）雨水流出量の想定概算式

一般に、計画地域からの排水は、①それまで地表面から土中に浸透していたものが開発によって住宅や舗装面に覆われた地表を流れることによって処理の必要が生じる雨水と②生活排水と必然的に浸透してくる地下水雨水を含む汚水に分けられるところ、それぞれについて、東京都は概算式を定めている（甲84「都マニュアル」1－3－4－1～）。

そこで、この概算式に従って雨水量を仮に算出すると、計画雨水量は降雨強度×流出係数×排水面積÷３６０として算出されるものとされる（同「都マニュアル」1‐3－4－3）。

このうち、流出係数は、計画区域が、残留緑地であれば0.3、公園、造成緑地、宅地の庭などの場合0.5にとどまるが、道路や屋根に覆われた場合には0.9である（同「都マニュアル」1‐3－4－4）。

なお、この流出係数は、当該排水区域における降雨量のうち、途中での蒸発、浸透などを除いたもので計画区域から流出して管渠に流入する雨水量の割合を言い、宅地の庭の場合には、宅地面積から建蔽率に応じた建物の屋根の面積を差し引いた部分が庭として残っているとの想定で定められている。

（３）羽澤ガーデンにおける予想量

ところで、本件「羽澤ガーデン」は、建蔽率にかなりの余裕を持って建物が点在し敷地の約半分が樹木と植生に覆われた露地である（甲65　緑地面積計算報告書）。

したがって、前項の概算をする場合には、浸透、蒸発によって自然に排出される雨水の割合は宅地に比べてさらに高くなり、逆に敷地からの流出係数は宅地の0.5よりも小さく「残留緑地」なみの0.3に近くなるものと想定される。

そこで、先の概算式のうち降雨強度、排水面積の想定が現状と変らないとすると、現状のように樹林と庭園で構成されていれば雨量の7割は土中に自然に浸透し、また大気中に蒸散し、３割のみが地表水として排水されるにすぎなかったものが、樹木をすべて伐採し植生に覆われた庭園をコンクリートの建造物と舗装通路で覆うとなれば、雨量の9割は地表水として敷地外に放出されることになる。

すなわち、敷地外に地表水として流出する雨水量は、現状の3倍になると予想される。

４　開発によって原告らに生じる重大な危険、生活環境の著しい侵害

　現在、羽澤ガーデンの周囲には、降雨があるとかなりの地表水が流出する。

　　これらは、そのまま羽澤ガーデンの外周の道路の路面を流れて、周囲の側溝に流れ込んでおり、時には特に原告Ｏら及び同Ｔらの居住する東側道路は羽澤ガーデンの傾斜地の下にあるために、路面全体が水に覆われ川のようになることさえあった（甲82　写真撮影報告書）。

　　今後、羽澤ガーデンの樹木や植生がなくなるなど、その開発の方法いかんによっては、本来浸水の危険の高い地域である上に同地域から流出する雨水量が3倍にも増大することになり、東側道路に接する自宅敷地が冠水する恐れが現実に存在し、生命、身体、生活環境の著しい被害を被る危険が存する。

　　したがって、この観点からだけでも、原告Ｏら及び同Ｔらが、羽澤ガーデンがどのように開発されるかにつき重大な利害を有することは明らかであり、川崎がけ崩れ訴訟判決（最高裁第三小法廷平成9年1月28日判決）の法理に照らしても、原告適格が認められることは当然である。

なお、提出した各証拠に照らし、具体的な浸水による著しい被害が予想される等点につき、原告らの原告適格についてさらに詳論する。

第２　本件開発行為の違法性

　本件開発行為の違法性については多々論じてきたが、その中には第1で指摘した都市計画法33条2項、同3項ならびに同7項違反も当然含まれることを念のため指摘しておく。
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